
 
飯山市と文化学園との連携に関する協定書 

 
 飯山市（以下  「甲」という。）と学校法人  文化学園（以下  「乙」という。）

は、その有する人的及び知的資源を交換し、文化興隆、産業振興、教育、学術研

究の分野において連携協力をすることにより、相互の発展に資するため、以下の

とおり協定を締結する。  
 

（目的）  
第１条 本協定は、甲と乙が包括的な連携を行い、文化興隆、産業振興、教育、

学術研究の分野で相互に協力し、地域発展及び人材育成に寄与することを目的

とする。  
 

（連携事項）  
第２条 甲と乙は、以下の事項について連携協力する。  
 １ 地域文化の興隆に資すること。  
 ２ 地域産業の振興に資すること。  
 ３ まちづくりに資すること。  
 ４ 人材育成に資すること。  

５ 教育及び学術研究に資すること。  
６ その他、甲及び乙が必要と認める事項  

 
（連携協議会）  

第３条 前条に掲げる連携協力事項の円滑な推進を図るため、連携協議会を設置

する。  
 

（有効期間）  
第４条 本協定の有効期間は、署名押印日を起点として３年間とする。ただし期

間満了１月前までに甲又は乙から解消、変更の申し入れがない場合は、同一内

容にてさらに３年間延長するものとし、以降も同様とする。  
 

（細目）  
第５条 本協定に定める事項について疑義が生じた場合又は新たに加えるべき

事項が生じた場合には、甲と乙で協議して定めるものとする。  
 

この協定の証として本書２通を作成し、それぞれ署名押印のうえ、各自１通を

保有する。  
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